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押印の見直しの考え方（方針）

① 記名＋認印 Ａ 記名

② 署名 又は 記名＋認印

③ 署名＋認印 Ｂ 署名 又は

④ 署名 記名 ＋ 本人確認ができる書面等の提示

⑤ 実印 Ｃ 実印

（注）上記手続数は、今後の見直しによって変動する場合があります。

（備 考）

記名･･･ 氏名記入について、自署、代筆、印刷、スタンプ等のいずれによるかを問わないもの

署名･･･ 氏名記入について、本人が自署するもの

認印･･･ 押印について、実印、三文判、シャチハタのいずれによるかを問わないもの

実印･･･ 押印について、登録印によるもの（法人の登記印含む）

258 手続（※ 認印等の押印を継続する手続）

 ただし、委任状など本人意思の確認を担保する
必要があるものに限りＢとすることも可

 ただし、印鑑証明書の提出を求めていない手続
（照合していない手続）は除く

1,405 手続

60 手続

11 手続

これまでの手続パターン 見直し後の手続パターン 見直し後
の手続数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ３．条例改正について  
 

今回の押印見直しに伴い、当市において押印手続を定めている条例が６件あることから、
うち５件について押印を廃止する方向で検討しました。このため、令和３年第１回飛騨市議
会定例会において、次の条例案を上程する予定です。 
 
〔条例案の名称〕 

『 飛騨市行政手続における押印見直しに伴う関係条例の整理に関する条例 』 
 
〔改正の対象となる条例とその内容〕 

・飛騨市固定資産評価審査委員会条例  （審査申出書等への押印要件の削除） 
・飛騨市職員の服務の宣誓に関する条例 （宣誓書様式の押印欄の削除） 
・飛騨市火入れに関する条例      （申請書様式の押印欄の削除） 
・飛騨市林道維持管理条例       （申請書様式の押印欄の削除） 
・飛騨市市営住宅駐車場管理条例    （申請書等様式の押印欄の削除） 

 
〔改正の対象としない条例とその理由〕 

・飛騨市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例 （法令の定めあり） 
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 ４．その他  
 

現在、条例以外の例規（規則、告示、訓令等）についても改正手続を進めるべく、全庁的
に作業を進めています。対象となる例規は400件を超える数となるため、３月末までに整理
を行います。 

また、会計処理上の「請求書」への押印見直しについても会計事務局において準備を進め
ています。 

押印を廃止する諸手続、会計処理上の請求書への押印の取扱いについては、改めて市⺠及
び市内事業者等へ周知します。 
 
 
 

【担当部署】 飛騨市役所 
総務部総務課行政係 
電話：0577-73-7461 


